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令和７年度基山町施政運営方針 
Ⅰ はじめに 

 令和７年第１回定例町議会の開会にあたり、令和７年度の基山町施政運営方針を述べさせ

ていただきます。 

令和７年度は、基山町が主体となり、様々な取組を行っていくとともに、町民の皆様方

を中心に、町外の方々も含め、基山町のことを想い、考え、あるいは、基山町のために行

動し、基山町の活性化に繋げていただけるような活動を支援してまいります。その想いや

行動に対して誇りや自信をもっていただくことを、kiyama プライドと呼びます。 

令和７年度は、町民の皆様方が、この kiyama プライドの考え方を進めていただき、基山

町において、町民の皆様方が更なる幸福感に満たされるように、施政運営方針として、次

の４本の柱を立てております。 

 

第一の柱としては、基山町の自慢の一つで、これまでも力を入れてきた教育や子育てに

対する支援を、本年度は、よりきめ細かく、子育て世代に寄り添った形で拡充して、更に

ステップアップした子育てしやすい町を実現します。 

具体的には、給食費、就学援助、中学校体育館、病児・病後児保育、各種キャッシュレ

ス、フォローアップ事業、ファミリーサポート事業等の拡充を図ります。 

 

第二の柱としては、プラチナ社会政策室を課へ昇格し、高齢者に寄り添いながら各種の

施策を展開するとともに、プラチナ世代と子育て世代等の多世代共創への第一歩を踏み出

します。 

具体的には、公民館を中核としたプラチナ社会の構築、基山町社会福祉協議会との連

携、聴覚障害者等へ支援、具体的な多世代共創プロジェクトの実施を検討します。 

 

第三の柱としては、産業振興課を２つの課に分割し、農業や林業を元気にするための農

林課と、商業、工業、観光業、創業等を支援する商工観光課を新設し、町内産業の更なる

発展を支援します。 

具体的には、農林業の推進、森林環境譲与税を活用した森林整備、鳥獣被害対策、産業

団地の整備と企業誘致の推進、個別企業ごとの企業支援、中心市街地の活性化、商店街の

賑わいづくり、１日観光・半日観光コースの設定等を行います。 

 

第四の柱としては、令和６年度から実施している、町民の皆様方に幸せを実感していた

だく９項目の「基山町明運動」について、継続・拡充を行います。 

具体的には、道路・下水道整備、環境対策( 太陽光発電、電気自動車、ゴミ対策)等を加

えることを検討します。

 



- 2 - 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



- 3 - 

 

 

令和７年３⽉ 21 ⽇ 
企画政策課 

 
 

基⼭町のこども・プラチナ政策について 
〜住み続けたい街 4 年連続県内１位のまち基⼭町〜 

 
本町では、ライフステージに応じた様々な⽀援策を⽤意しています。 
⼦育て⽀援では、出会い〜結婚〜妊娠〜出産〜⼦育て〜就職まで、プラチナ世代⽀援では、⽣涯

を安⼼していきいきと暮らしていただけるように、シームレスできめ細やかな基⼭町の⽀援策につ
いてぜひご覧ください。 
 
 
令和 7 年度から始まる新規事業 
⼦育て⽀援 
・⼦育て世帯への緊急⾷料費⽀援給付⾦（18 歳以下の⼦ども 1 ⼈ 1 万円） 
・⼦育て世帯の国⺠健康保険税均等割を減免（18 歳以下の⼦ども全額） 
・病児・病後児保育事業の利⽤費助成 
・学⽤品（画版・引出し、防犯ブザーなど）や給⾷費の⼀部などの保護者負担の軽減 
・⼦どもの居場所づくり活動〜⼦ども⾷堂の活動⽀援〜 
 
 
プラチナ世代⽀援 
・「福祉課プラチナ社会政策室」から「プラチナ社会政策課」へ昇格 
・難聴者補聴器購⼊費助成による聞こえの⽀援 
・⾷の⾃⽴⽀援事業（物価⾼騰対応による利⽤料増加分を補助） 
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令和7年第1回定例会（3月議会）議案一覧 

 

【可決】  刑法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係条例の整理に関する条例 

の制定について 

【可決】  基山町一般職の任期付職員の採用及び給与の特例に関する条例等の一部改 

正について 

【可決】  基山町職員の勤務時間、休暇等に関する条例の一部改正について 

【可決】  基山町職員の育児休業等に関する条例の一部改正について 

【可決】  基山町個人番号の利用及び特定個人情報の提供に関する条例及び基山町税 

条例の一部改正について 

【可決】  基山町家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準を定める条例の一部 

改正について 

【可決】  基山町廃棄物の処理及び清掃に関する条例の一部改正について 

【可決】  基山町非常勤消防団員に係る退職報償金の支給に関する条例の一部改正に 

      ついて 

【同意】  基山町教育委員会委員の任命につき同意を求めることについて 

【認定】  町道の路線の認定について 

【可決】  佐賀県市町総合事務組合規約の変更について 

【可決】  令和６年度基山町一般会計補正予算（第７号） 

【可決】  令和６年度基山町国民健康保険特別会計補正予算（第５号） 

【可決】  令和６年度基山町後期高齢者医療特別会計補正予算（第４号） 

【可決】  令和６年度基山町下水道事業会計補正予算（第５号） 

【可決】  令和７年度基山町一般会計予算 

【可決】  令和７年度基山町国民健康保険特別会計予算 

【可決】  令和７年度基山町後期高齢者医療特別会計予算 

【可決】  令和７年度基山町下水道事業会計予算 

  基山町土地開発公社の事業報告について 
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問合せ先  教育学習課 ふるさと歴史のまち推進係 
Tel:0942-92-2200 Fax:0942-92-0741Mail:furusato-4@town.kiyama.lg.jp 

 

令和 7 年 3 ⽉ 21 ⽇ 

教育学習課 
 

 
特別史跡基肄城跡シンポジウム『基肄城を未来へつなぐ』を開催します！ 

 
 登⼭・草スキーと、町⺠をはじめ町内外の多くの⽅々に親しまれてきた「基⼭（きざん）」「基

肄城跡」。 
基⼭町の宝であり、かけがえのない国の宝でもある「特別史跡基肄城跡」を、後世へと残し繋いで

いくために、歴史的な価値はもちろん、史跡が持つ観光資源としての価値も引き出し、それを活⽤
していくことが⼤切です。 

また、「もっと多くの⼈と基⼭・基肄城とをつなぐことができないだろうか」「もっと基⼭・基肄城
でワクワクすることができないか」。 そんな想いの⼀つ⼀つが、『未来へつなぐ』⼀歩となり、末永
く⽂化財を守り、伝えていくための⼿段だと考えます。 

史跡保全・活⽤が求められる中、史跡活⽤の先進事例に学びながら未来へとつないでいくための
シンポジウムを開催します。 
 

記 
 
１．⽇ 時  3 ⽉ 23 ⽇（⽇）  13 時 開演 （12 時 30 分 開場）   
２．場 所  基⼭町⺠会館 ⼤ホール 
３．参加費   申込み不要、参加費無料 
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問合せ先   
教育学習課 ふるさと歴史のまち推進係 
Tel:0942-92-2200  
Fax:0942-92-0741Mail:furusato-4@town.kiyama.lg.jp 

 

令和 7 年 3 ⽉ 21 ⽇ 
教育学習課 

 
「基肄城跡確認調査等成果報告ギャラリートーク」「発掘調査速報展」を 

実施します！ 
 

令和７年４⽉８⽇から基⼭町⽴図書館郷⼟資料コーナーで「発掘調査速報展 2024」を開催します。
速報展では、令和６年度に基⼭町で実施した発掘調査や整理作業についての成果を展⽰します。 

この企画展にあわせて、調査担当者による「発掘調査速報会（以下、ギャラリートーク）」を下記
のとおり⾏います。ギャラリートークでは令和 7 年 3 ⽉ 16 ⽇にあいにくの天候で中⽌となった基肄
城跡発掘調査現地説明会の内容や令和６年度に実施した発掘調査・整理作業の成果等について説明
いたします。是⾮、ご来場ください。 

記 
1.ギャラリートーク 
（１）⽇  時   令和７年４⽉ 19 ⽇（⼟）    
（２）場  所   基⼭町⽴図書館 多⽬的室ならびに郷⼟資料コーナー展⽰室 
（３）時  間   午前10時 〜 午前11時  
 
2. 発掘調査速報展 2024 
（１）期  ⽇   令和 7 年 4 ⽉ 8 ⽇から ⼀カ⽉程度の予定 
（２）場  所   基⼭町⽴図書館郷⼟資料コーナー展⽰室 
        
         基⼭町⽴図書館郷⼟資料コーナー展⽰の様⼦ 
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令和 7 年 3 ⽉ 21 ⽇ 
総務課 

 

 

組織機構の変更について 
 

 令和7年4⽉1⽇から、⾼齢者の活躍の場の創出、⾼齢者福祉を推進するためのプラチナ社会政策
課の新設や、企業誘致、観光振興、商店街のにぎわいづくりを推進するための商⼯観光課の新設
等、令和７年度に組織・機構の⼀部の⾒直しを⾏います。 
 
▽変更内容 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 問合せ先 
総務課 ⾏政係 
Tel:0942-92-7915 Fax:0942-92-2084 
Mail:gyosei-3@town.kiyama.lg.jp 
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問い合わせ先 
企画政策課 総合計画推進係 
Tel:0942-92-2188 

 

令和７年３⽉ 21 ⽇ 
企画政策課 

 
令和 7 年度 物価⾼騰対応重点⽀援地⽅創⽣臨時交付⾦事業 

（推奨メニュー分） 
 

本町では、国の物価⾼騰対応重点⽀援地⽅創⽣臨時交付⾦を活⽤して、⽣活者緊急⽀援事業、学
校給⾷⾷材費補助事業、地域公共交通⽀援事業の 3 つを事業の柱とし、合計 8 つの事業（総事業費：
61,105 千円）を令和 7 年度事業として実施します。 
 
8 つの事業概要 
〇⼦育て世帯への緊急⾷料費⽀援 (18 歳以下の⼦ども 1 ⼈ 1 万円) 
〇⼦どもの居場所づくり事業者への⽀援 （⼦ども⾷堂への⽀援） 
〇省エネエアコン購⼊への補助 （1 万 5 千円から 4 万円を補助） 
〇配⾷サービス事業者への⽀援 （利⽤者の利⽤料増額分を補助） 
〇⼩中学校給⾷⾷材費の補助 （保護者負担の軽減） 
〇学校給⾷多⼦世帯への⽀援補助 （第 3 ⼦以降の給⾷費補助） 
〇タクシー・コミュニティバス事業者への⽀援 （公共交通の安定運営⽀援） 
〇⽢⽊鉄道への⽀援(公共交通の安定運営⽀援) 
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問合せ先 教育学習課 教育総務係 
Tel:0942-92-7980  Fax:0942-92-0741 
Mail:gakko-2@town.kiyama.lg.jp 

 

令和７年３⽉７⽇ 
教育学習課 

 

 
学校給⾷費の改定分の全額補助について 

 
 本町では、平成 30 年度に学校給⾷費の改定以降、給⾷⾷材費の価格の上昇に対して献⽴を⼯夫す
るなどして学校給⾷を提供してまいりました。また、令和４年度より、町から⾷材費の補助を⾏う
ことで学校給⾷の質の維持に取り組んでまいりました。 

しかし、昨今の物価⾼騰による給⾷⾷材費の価格への影響は⼤きく、今後安定した学校給⾷を続
けていくために、令和７年度より給⾷費の改定を⾏い値上げ（⽉額 700 円）を⾏うことといたしま
した。 
 なお、給⾷費の値上げは保護者負担も⼤きいことから、令和 7 年度については、改定による値上
げ分の全額を町が負担します。保護者の負担額については、改定前の⾦額に据え置きとなります。 

総事業費は 13,019 千円となります。 
 
 

 

第 3 ⼦以降学校給⾷費補助⾦について 
 

 基⼭町⽴⼩中学校児童⽣徒第３⼦以降学校給⾷費補助⾦について、令和７年度より対対象者を拡
⼤し、養育する 18 歳以下の⼦のうち、その出⽣の早い者から順次に数えて第３番⽬以降の基⼭町⽴
⼩中学校の児童⽣徒の給⾷費を無償化します。 
 総事業費は 7,898 千円となります。 
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問合せ先 企画政策課 広報・情報管理係 
TEL:0942-92-2188 FAX:0942-92-2084 
メール: kohojoho-1@town.kiyama.lg.jp 

 

令和７年３⽉ 21 ⽇ 
企画政策課 

 

 
基⼭町と地⽅創⽣ラボ株式会社との 

「基⼭町地域活性化起業⼈制度に関する協定」について 
 

基⼭町（町⻑：松⽥⼀也）と地⽅創⽣ラボ株式会社（代表取締役社⻑：三輪武寛）は、「基⼭町地
域活性化起業⼈制度に関する協定」を締結し、地域活性化起業⼈として藤尾早紀⽒を DX アドバイ
ザーとして迎え⼊れます。藤尾⽒は基⼭町含む佐賀県全域で商⼯会議所・商⼯会専⾨家派遣講師と
してもご活躍されています。 
この協定は、情報発信 DX（デジタルトランスフォーメーション）の推進に取り組むことで、地域

独⾃の魅⼒や価値の向上を⾏い、地域活性化に資するためのものです。 
協定を契機に基⼭町の DX を⼀層進め、魅⼒あるまちづくりを⽬指していきます。 
 

記 
 
１．⽇時  令和 7 年 3 ⽉ 27 ⽇（⽊） 14：00〜（30 分程度） 
２．会場  基⼭町役場 ３階３０１会議室 
３．協定内容   
（１） 基⼭町における情報発信 DX の推進に関すること。 
（２） 基⼭町の関係⼈⼝の増⼤、観光客の増⼤に関すること。 
（３） 移住者・定住者の増⼤に関すること。 
（４） 職員の情報発信業務にかかる⼯数削減に関すること。 
（５） 基⼭町と町内外の⼈々との相互コミュニケーションの促進に関すること。 
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問合せ先 教育学習課 教育総務係 
Tel:0942-92-7980 Fax:0942-92-0741 Mail:gakko-2@town.kiyama.lg.jp 

 

令和 7 年 3 ⽉ 21 ⽇ 

教育学習課 
 
 

令和７年度基⼭町⽴⼩学校 
⽔泳授業の外部委託開始と基⼭中⽔泳授業について 

 

1. 来年度からの⼩学校の⽔泳について 
 来年度から基⼭町⽴⼩学校(基⼭⼩・若基⼩)の⽔泳の授業を⺠間事業者へ委託し、⺠間事業者が所
有するプールにて実施します。対象は⼩学校 1 年⽣から 6 年⽣で各学級 2 時間続きの授業を全 4 回
実施予定です。 

⺠間事業者へ委託する効果として、専⾨的な指導者が指導にあたることや雷や猛暑等の天候に左
右されることなく実施することができ、児童の技能向上、⽔泳学習への意欲向上が⾒込まれます。 
 
 
２．⼩学校⺠間委託時の授業イメージ 

バス移動 
15 分 

着替え・準備 
10 分 

授 業 学 習 
60 分 

着替え 
15 分 

バス移動 
15 分 

授業時間の 1、2 時間⽬もしくは 3、4 時間⽬等を活⽤し、業者プールに移動して⽔泳授業を実施。
各学年 計 4 回 8 時間実施（5 ⽉中旬から 2 ⽉上旬まで実施予定） 

 
３．来年度からの中学校の⽔泳授業について 

中学校は教科担任制で外部委託の⽔泳授業を⾏うと時間割編成が難しいこと、また中学校プー
ルが⽼朽化(建築から 33 年経過)していることから隣接している基⼭⼩学校のプール(建設から 17
年)を利⽤する予定としています。なお、⾶び込みは⽂部科学省の学習指導要領で禁⽌事項となっ
ているため、基⼭⼩プールは深さや広さ等については問題なく、移動時間、距離も今までと特に
変わらず便利な位置にあります。 

 
 

令和７年度からの基⼭町⽴⼩中学校の⽔泳授業 
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262 名 780 名 421 名 

外部委託 

プール利用 



- 21 - 

 

 
令和 7 年 3 ⽉ 21 ⽇ 

教育学習課 

 

町⽴⼩中学⽣の英語⼒向上を⽬指す新たな取組 
「KIYAMA E-プロジェクト」を実施します 

 

基⼭町では、来年度、⼩中学⽣の英語⼒向上にさらに⼒を⼊れることとしました。 
主な取組を紹介します。 

 
１．基⼭町⽴⼩中学⽣全員に英語検定受験料を全額補助（年間１回）します。 
  ※本事業は、平成 28 年から基⼭町居住の⼩中学⽣に実施している事業となります。 
 
２．⼩学校６年⽣から中学校３年⽣まで全員を対象に英検 IBA テストを実施します。 

(保護者負担なし) ★佐賀県初 

 
３．英語⼒向上のため、１⼈１台端末の持ち帰り学習で佐賀県が開発した英語デジタル教材  

SAGA e スタディを活⽤します！ 

 
４．中学校３年⽣全員に英語検定テストを全員に受験させ、３級以上取得者 50％以上を⽬指します。

（中３への英検補助は佐賀県事業で嬉野市、唐津市、基⼭町で実施） 
 

【英検 IBA について】 
 英検のプレテストとして位置づけられる団体受験専⽤の試験。 

学年ごとの学習到達⽬標や現状に英語能⼒に合わせたテストレベルを選択し、⽇々の授業で
の学びの成果を「英検級レベル」だけでなく、「CEFR レベル」照らし合わせて理解することが
でき、児童⽣徒⼀⼈ひとりの英語能⼒ならびに教師の⽇々の授業改善にも活⽤できる。1 ⼈ 1 台
端末等を利⽤して受験する「オンライン版」で受験。 

英検のように資格取得はできないが、英検と共通のスコア尺度で成績が⽐較できる。 
⾃分の英語⼒の確かめができて、英語⼒向上や英検受験に向けての⽬標にもなる。 

【英語デジタル教材 SAGA e スタディについて】 
 佐賀県内の⼩中⾼校⽣を対象に作成された英語学習デジタル教材で Reading、Writing、
Listening だけでなく Speaking にも対応しており、⼩学⽣中学年から⼤学中級レベルまで難易
度を選択することができます。個別に⾃分の⼒に応じた学習が可能なデジタル教材となってい
ます。 
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問合せ先 
こども課 みらい館係 
Tel:0942-92-2305 Fax:0942-50-9883 
Mail:miraikan@town.kiyama.lg.jp 

 

令和 7 年 3 ⽉ 21 ⽇ 
教育学習課、こども課 

 
 

⼦育て世代への負担軽減を図るキャッシュレス集⾦について 
 

 令和 7 年度より⼦育て世代の負担軽減を図るため、現在現⾦にて利⽤料等徴収をしている放課後
児童クラブ（学童）と基⼭保育園の⽀払いの⼝座振替を開始します。 
  

記 
 
１． 対象者   放課後児童クラブ（学童）と基⼭保育園を利⽤している児童・園児の保護者 

 
２． 開始⽇程  令和７年度４⽉から実施予定 

 
３． 利⽤⽅法  各施設の登降園システムのアプリで⼝座の登録を⾏う 

 
４． ⼝座振替対象  

○放課後児童クラブ（学童） ・利⽤料・⼟曜利⽤料・延⻑利⽤料 
○基⼭保育園        ・延⻑保育料・給⾷費・保険掛⾦等 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

問合せ先 
教育学習課 学校教育係 
Tel:0942-92-7980 Fax:0942-92-0741 
Mail:gakko-6@town.kiyama.lg.jp 
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【問合せ先】 
まちづくり課 環境対策室 ⽣活環境係 
Tel:0942-92-7941 Fax:0942-92-0741 
Mail:kankyo-4@town.kiyama.lg.jp 

 

令和７年３⽉ 21 ⽇ 
まちづくり課 

 
 

基⼭町ゼロカーボン推進補助⾦交付事業 
（電気⾃動⾞等購⼊補助⾦・太陽光発電システム補助⾦） 

 
１．補助⾦の⽬的 
 ⼆酸化炭素の排出量削減に向けた取り組みとして、電気⾃動⾞等購⼊及び家庭⽤太陽光発電シス
テムを導⼊する者に対し、購⼊・導⼊を⽀援するとともに町内における関連産業の振興を⽬的に、
電気⾃動⾞等購⼊及び家庭⽤太陽光発電システムの導⼊の経費の⼀部を助成します。 
 
２．対象者・補助額 

購⼊・導⼊設備 補助額 補助対象者 
電気⾃動⾞（EV） 
プラグインハイブリッド⾃動⾞（PHEV） 
燃料電池⾃動⾞（FCV）（※1） 

上限額 
8 万円・10 万円 

（※2） 
町内に住所を有する⽅ 

家庭⽤太陽光発電システム 

１kw 当たり３万円 
上限額 
８万円・10 万円 

（※2） 

町内に⾃らが居住する住宅等
に補助対象システムを設置す
る個⼈及び転⼊予定者（※3） 

※1 ①申請年度に初年度登録を⾏ったもの 
 ②⾃動⾞検査証に記載の⾃家⽤・事業⽤の欄が⾃家⽤であることなど 

※2 ①町内の販売店・事業者で購⼊・導⼊する場合は、10 万円 
    ②町外の販売店・事業者で購⼊・導⼊する場合は、8 万円 

※3 申請時に建築予定、⼜は建築中の⽅は、実績報告書の提出までに町内に住所を有すること 
 
３．その他 

補助要件  家庭⽤太陽光発電システムは、1 世帯 1 軒につき 1 回 
       電気⾃動⾞等は、1 ⼈につき 1 台 

予算額   10,000 千円 
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【問合せ先】 
基⼭町 福祉課 プラチナ社会政策室 
TEL:0942-85-7056 FAX:0942-92-7184 
Mail:fukusi-1@town.kiyama.lg.jp 

 

令和 7 年 3 ⽉ 21 ⽇ 

福祉課プラチナ社会政策室 
 

 
県内初！基⼭町難聴者補聴器購⼊費助成事業の実施について 

 
基⼭町では、⾝体障害者⼿帳の取得基準に満たない中等度難聴者の補聴器購⼊費の助成を令和 7

年 4 ⽉ 1 ⽇から開始します。本事業は佐賀県内で初の取組となります（九州内では 32 番⽬）。 
難聴は認知症のリスクの⼀つと⾔われていますが、補聴器の使⽤により、リスクの軽減や対策を

図ることができると期待されています。しかし、補聴器の購⼊費⽤が⾼額で、⾝体障害者⼿帳の取
得基準に満たない中等度難聴者は、補聴器購⼊の際に活⽤できる助成制度がなく、購⼊を控えてい
る⽅も多いのが現状です。本町では、助成制度が活⽤できない中等度難聴者の補聴器購⼊費を助成
することで、難聴者の補聴器購⼊を後押しし、あわせて継続的に使⽤できる体制を構築することで、
難聴者の社会的孤⽴を防ぎ、認知症のリスクを軽減させることを⽬的に本事業に取り組みます。 
 

記 
 
１．対象者  ・町内に住所を有する 40 歳以上の⽅（世帯全員が町税の滞納がないこと） 
       ・⽚⽿⼜は両⽿の聴⼒レベルが 40 ㏈以上 70 ㏈未満 

（⾝体障害者⼿帳の交付対象外） 
       ・認定補聴器技能者による補聴器の点検を定期的に受けることができること 
２．助成額  補聴器本体の購⼊費の 1/2 の額 

（上限額：⽚⽿の場合 50,000 円 両⽿の場合 75,000 円） 
３．予算額  1,000 千円 
４．開始時期 令和 7 年 4 ⽉ 1 ⽇から 
５．その他  補聴器の継続的な使⽤を図るため、補聴器購⼊後のアフターフォローも兼ねて、 

聞こえの相談会を定期的（年 4 回）に開催します 
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問合せ先 
健康増進課 ⺟⼦保健係 
Tel:0942-92-2045 Fax:0942-92-2148 
Mail: bosi-1@town.kiyama.lg.jp 

 

令和 7 年 3 ⽉ 21 ⽇ 
健康増進課 

 
 

１か⽉児健康診査費助成を実施します 
 
 令和 7 年度より乳児の疾病の早期発⾒及び早期治療による健全な成育並びに⼦育て世帯を⽀援す
ることを⽬的とし、⽣後１か⽉の乳児に対して実施する健康診査に係る費⽤を助成します。  
 

記 
 
１．健診対象 １か⽉児健診の実施⽇において本町の住⺠基本台帳に記録されており、⽣後おおむ

ね１⽉になる乳児。 
２．助成額  上限 5,000 円 
３．助成⽅法 委託医療機関で受診された場合は、受診票を委託医療機関に提出する（⾃⼰負担な

し）。 
委託医療機関以外で受診された場合は、領収証等を添付して健康増進課の窓⼝で申
請を⾏う（償還払い）。 

４．申請期限 1 か⽉児健診を受けた⽇から 1 年以内 
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問合せ先 
健康増進課 ⺟⼦保健係 
Tel:0942-92-2045 Fax:0942-92-2148 
Mail: bosi-1@town.kiyama.lg.jp 

 

令和 7 年 3 ⽉ 21 ⽇ 
健康増進課 

 
 

産後ケア事業を拡⼤します 
 
 基⼭町では、産後ケア事業として宿泊型及びデイサービス型を実施しておりますが、令和 7 年度
より新たに居宅訪問型を追加します。また、⾥帰り等により委託医療機関以外で産後ケア事業を利
⽤された⽅の費⽤の助成を⾏います。 
 

記 
 
１．対象者  町内に住所を有する産後１年未満の⺟⼦であって、事業を必要とする⽅や流産⼜は

死産した⽇から１年未満であって、産後ケア事業を必要とする⽅。ただし、感染症に
り患している⽅や医療⾏為の必要な⽅は除く。 

２．利⽤⽇数  宿泊型、デイサービス型及び居宅訪問型を通算して 7 ⽇まで 
        居宅訪問型の利⽤回数 ３回まで 
３．利⽤⽅法 事前に健康増進課に利⽤申請書を提出 
４．利⽤料  町⺠税課税世帯の場合 
       宿泊型       5,000 円／泊   
       デイサービス型   3,000 円／⽇ 
       居宅訪問型     1,000 円／回 
５．助成⽅法 委託医療機関以外で利⽤された場合は、領収証等を添付して健康増進課の窓⼝で申

請を⾏う（償還払い） 
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問合せ先 
健康増進課 健康増進係 
Tel:0942-92-2045 Fax:0942-92-2148 
Mail:kenkou-2@town.kiyama.lg.jp 

 

令和 7 年 3 ⽉ 21 ⽇ 
健康増進課 

 
帯状疱疹の定期予防接種を実施します 

 
 令和６年度から基⼭町は独⾃で 50 歳以上の⽅へ帯状疱疹予防接種費⽤の助成を⾏っていますが、
令和７年度から新たに重症化予防を⽬的とした予防接種法上の定期接種（B 類疾病）に追加され、接
種体制が変わります。基⼭町では令和７年度の帯状疱疹ワクチンの定期接種について下記のとおり
実施します。 
 

記 
 
１．実施期間 令和７年４⽉１⽇から令和 8 年 3 ⽉ 31 ⽇まで 
 
２．実施場所 町内の医療機関①池⽥胃腸科外科 ②⿅⽑診療所 ③きやま髙尾病院 

④さかい胃腸・内視鏡内科クリニック ⑤つくし整形外科医院  
⑥なるお内科⼩児科 ⑦ばば整形外科 
※県内の他の医療機関については後⽇ホームページをご確認ください。 

 
３．対 象 者 基⼭町⺠で接種を希望する次のいずれかの⽅ 

①65 歳の⽅(S35.4.2〜S36.4.1 ⽣まれの⽅) 
②60 歳以上 65 歳未満で、ヒト免疫不全ウイルスにより免疫の機能の障害があり⽇
常⽣活がほとんど不可能な程度の障害を有する⽅ 
③経過措置対象の⽅（令和７年度中に 70 歳、75 歳、80 歳、85 歳、90 歳、95 歳に
なられる⽅及び 100 歳以上の⽅） 

 
４．接種費⽤  ⽣ワクチン  …2,500 円 
        不活化ワクチン…6,500 円／回 
        ※⽣活保護者は無料 
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問合せ先 
健康増進課 健康増進係 
Tel:0942-92-2045 Fax:0942-92-2148 
Mail:kenkou-2@town.kiyama.lg.jp 

 

令和 7 年 3 ⽉ 21 ⽇ 
健康増進課 

 
総合健診で聴⼒検査を実施します 

 
 令和７年度から保健センターで⾏う総合健診において、新たに聴⼒検査を⾏います。 
 

記 
 
１．実施⽇時 令和７年５⽉ 16、18、19、20、21、22、23 ⽇ 

令和７年６⽉ 3、4、5、6、7、9 ⽇ 
令和７年 10 ⽉ 23、24、25、27 ⽇ 
令和７年 11 ⽉６⽇ 

       各⽇とも午前８時から 11 時 30 分まで 
 
２．実施場所 基⼭町保健センター 
 
３．対 象 者 基⼭町⺠で聴⼒検査を希望する 40 歳以上の⽅ 
 
４．検査費⽤ 無料 
 
５．検査内容 1,000Hz、4,000Hz の⾳について聞こえるかどうかの検査 
 
６．⼿ 続 き 令和７年５⽉１⽇の８時 30 分以降に予約聴⼒検査を希望する旨を、健康増進課 健

康増進係に御連絡ください 
既に希望される⽇時の聴⼒検査枠が満枠の場合は、別時間や別⽇を案内させていた
だきます 
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問合せ先 
総務課 防災係 
Tel:0942-92-7915 Fax:0942-92-2084 
Mail:bosai-2@town.kiyama.lg.jp 

 

令和７年 3 ⽉ 21 ⽇ 
総務課 

 
 

基⼭町消防団⼊退団式を⾏います 
 
 伝統ある基⼭町消防団の令和７年度⼊退団式を⾏います。 
 ⼊退団式は、町内外から多数の来賓をお迎えし、退団者披露や新⼊団者辞令交付、各種表彰等を
⾏います。 

今回の表彰では、消防施設の充実等が評価され、佐賀県消防協会から『竿頭授（施設）』を基⼭町
消防団に授与されておりますので、ご披露させていただきます。 
 詳細は、下記のとおりです。 
 

記 
 
１．⽇時   令和７年 4 ⽉６⽇（⽇）9 時 30 分〜 
 
２．場所   基⼭町⺠会館 ⼤ホール 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

昨年の⼊退団式の様⼦ 
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問合せ先 
総務課 ⾏政係 
Tel:0942-92-7915 Fax:0942-92-2084 
Mail:gyosei-3@town.kiyama.lg.jp 

 

令和 7 年 3 ⽉ 21 ⽇ 
総務課 

 

 

賀島祭を開催します 
 

 賀島兵助（かしまひょうすけ）公の遺徳をしのび、毎年４⽉９⽇に、⽥代本町の安⽣寺にて賀島祭
が⾏われています。  
 賀島兵助⽒は、延宝３年（1675 年）に⽥代代官所副代官として来任し、貞享２年（1685 年）に⽥
代領を去るまでの 10 年の間に、飢餓に瀕した農⺠に救⽶を出したり、堤防や河川の普請などの善政
を施したり、領⺠から⽥代領更正の恩⼈と敬慕されていました。 

寛政６年（1794 年）、その功徳を追慕する領⺠代表の庄屋たちにより、憲副賀島君碑が建⽴され、
現在でも、命⽇の 4 ⽉ 9 ⽇に、賀島兵介公が治めた対⾺藩⽥代領にあたる基⼭町や⿃栖市、対⾺市
の⾏政関係者や⽥代地区の住⺠らが集い、その遺徳をしのんでいます。 
 

記 
 
１．⽇時   令和７年４⽉９⽇（⽔）10：30〜11：00 
       ※賀島祭終了後に賀島恕軒顕彰会代表の松原⽒より 30 分程度講話をしていただく

予定です。 
 
２．場所   ⿃栖市⽥代本町 太⽥⼭安⽣寺 賀島公碑前 
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問合せ先 
住⺠課 くらしの安⼼・安全係 
Tel: 0942−85-8171 Fax:0942-92-7184 

 

令和 7 年 3 ⽉ 21 ⽇ 
住⺠課 

 

 

交通安全に関する屋外看板の寄贈式を⾏います 
 

基⼭町内の交通事故防⽌のために、⿃飼建設グループ（5 法⼈）様が独⾃で作成されました「交通
安全⽤屋外看板」を寄贈していただきました。 

つきましては、下記のとおり寄贈式を⾏います。 
 

記 
 
１．⽇時   令和７年３⽉ 27 ⽇（⽊） 午後 1 時 20 分 
 
２．場所   県道基⼭公園線（基⼭町役場庁舎⻄南交差点） 
 
 
【⿃飼建設グループのプロフィール】 

⿃飼建設グループは、佐賀県基⼭町を拠点とする総合建設業を営む会社で、地域社会の発展に貢
献しています。同社は⼀般⼟⽊⼯事、舗装⼯事、建築⼯事を通じて地域インフラの整備を推進する
とともに、⾼い品質管理と安全対策に取り組んでいます。基⼭町内の主な施⼯事例として、「基⼭⼩
学校」「基⼭町⽴図書館」「基⼭っ⼦みらい館」等があります。今回、基⼭町内の交通事故防⽌のた
めに、⿃飼建設グループが交通安全に関する看板を贈呈することとなりました。これは地域社会へ
の安全性向上の⼀貫として取り組まれています。 
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問合せ先 教育学習課 教育総務係 
Tel:0942-92-7980 Fax:0942-92-0741 
Mail:gakko-1@town.kiyama.lg.jp 

 

令和７年３⽉ 21 ⽇ 
教育学習課 

 
 

基⼭中学校 吹奏楽部 スプリングコンサートを開催します 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 基⼭中学校吹奏楽部では、放課後、毎⽇練習に取り組んでいます。この度、これまでの練習の成
果を多くの町⺠の皆様に披露する取組として、基⼭町⺠会館⼤ホールを使ってスプリングコンサー
トを開催します。 
 このスプリングコンサートは今年度で第３回⽬なります。このコンサートを盛り上げようと、吹
奏楽部の⽣徒たちが、⼿作りのチラシ、ポスターを作成するなどして集客に努めており、当⽇は満
席を⽬指しています。 
 
１．⽇時 令和 7 年 3 ⽉ 29 ⽇（⼟） 開演 午後１時（開場 午後０時 30 分） 

２．会場 基⼭町⺠会館 ⼤ホール 

３．⼊場料 無料（事前申込み不要、全席⾃由席） 

４. 曲⽬ ・無辜
む こ

の祈り  
・ぼよよん⾏進曲 など 
※クラッシックステージとポップステージの２部構成 
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問合せ先 
まちづくり課 図書館係 
Tel:0942-92-0289 Fax:0942-92-1108 
Mail: toshokan-1@town.kiyama.lg.jp 

 

令和７年 3 ⽉ 21 ⽇ 
まちづくり課 

 
 

基⼭町⽴図書館 開館９周年記念イベントを開催します 
 

 図書館が開館して、お陰様で９年が経ちました。基⼭中央公園読書の丘や図書館内で、⼦どもか
ら⼤⼈まで参加できるイベントを計画しました。開館９周年をみんなでお祝いしましょう！ 

楽しい癒しのひとときを！公園の桜もあわせてお楽しみください。 
 

記 
 
１． ⽇時 令和 7 年 3 ⽉ 30 ⽇（⽇）              予定 

11：00〜11：50 
11：00〜 
11：10〜 
11：30〜 
10：00~14：00 
 
10：30〜14：00 
10：30〜 
11：00〜 

読書の丘 イベント  
・松⽥⼀也町⻑の挨拶 
・トッコラートミニコンサート  
・PIKO ダンスサークル 

図書館多⽬的室 ワークショップ 
・どんぐりを使った⼯作 

図書館⽞関横 
・古本市場 
・パン販売 

 
２． 場所 基⼭町⽴図書館 中央公園読書の丘 
３．内容 ミニコンサートやダンスパフォーマンス、ワークショップ  

ワークショップは 1 ⼈につき材料費 50 円、先着 100 名、事前予約不要 
天⼼園パン⼯房 Panne 出張販売 
古本市場は 1 冊につき 50 円 
※読書の丘でのイベントは、無料です。 
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問合せ先 
まちづくり課 ⽂化・スポーツ係 
Tel:0942-92-7935 Fax:0942-92-0741 
Mail:bunka-2@town.kiyama.lg.jp 

 

令和７年３⽉ 21 ⽇ 
まちづくり課 

 
 

令和７年度 区対抗スポーツ⼤会を開催します 
 
 基⼭町では、スポーツを通じた町⺠の交流と町の活性化を図るため、令和７年度 区対抗スポー
ツ⼤会を開催します。今年度は例年開催している「ソフトボール」「男⼥混合ミニバレーボール」に
加え、昨年度、国スポ・全障スポ開催に伴い特別開催した「ラージボール卓球」を含む３種⽬で開催
します。町内の各施設で熱い戦いが繰り広げられます。⾏政区の代表として出場する選⼿たちへ、
ぜひたくさんの応援をお待ちしております。 
 

記 
 
１．⽇時     令和７年５⽉ 18 ⽇（⽇曜⽇） 午前８時 00 分から 
 
２．種⽬・会場  ①第 55 回ソフトボール⼤会       総合公園多⽬的グラウンド 

②第 19 回男⼥混合ミニバレーボール⼤会 総合体育館アリーナ 
③第２回ラージボール卓球⼤会      基⼭町内学校施設 
※会場は参加チーム数により変更となる場合があります。 

 
３．対象  基⼭町⺠（どなたでもご観覧いただけます） 
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【問合せ先】基⼭町産業振興協議会（事務局：産業振興課ブランド化推進室商⼯観光係） 
Tel:0942-85-7670 Fax:0942-92-0741 Mail:brand@town.kiyama.lg.jp 

 

令和 7 年 3 ⽉ 21 ⽇ 
産業振興課 

 
お得に、パーク＆ライドが利⽤できるサービスを⾏っています 

【基⼭ふるさと名物市場】 
 

基⼭ふるさと名物市場で 800 円以上ご購⼊の⽅に、⼊庫から 60 分以内に出庫の場合、駐⾞料⾦が
無料となるお買い物サービス券を発⾏します。この機会に、お得にご利⽤ください。 
※⾼速バスサービス券との併⽤不可 
※60 分を過ぎると、通常の 1,200 円になります 
 
 ▽期間 令和 7 年 3 ⽉ 8 ⽇から 6 ⽉ 7 ⽇まで ※３か⽉の試⾏、延⻑の場合あり 
 

《パーク＆ライドとは》 
基⼭ PA 南⻄にある 100 台収容可能な⻄⽇本鉄道株式会社が運営する「パーク＆ライド駐⾞場⾼
速基⼭バス停」です。バスを降りる際に添乗員からサービス券をもらい、⼊庫から 48 時間以内で
あれば、200 円で利⽤することができます。 
※⼊庫から出庫までの時間が 30 分以内であれば、無料 

 
 
【基⼭ふるさと名物市場】 
 基⼭町ならではのお⼟産や特産品がほしい！旬の野菜や果物が⾷べたい！ 
 そんな時に頼りになるのが、基⼭ PA（上り）にある「基⼭ふるさと名物市場」です。平成 27 年
12 ⽉に町内の特産品ばかりを取り扱うマーケットとして、また、1 ⽇ 1,500 ⼈が利⽤すると⾔われ
る基⼭ PA での町の情報発信基地として、365 ⽇無休で営業しています。 
 

▽営業時間 午前 10 時〜午後５時 
▽定休⽇  無休 
▽住所   基⼭町⼤字⼩倉 2097-1（基⼭ PA 上り内） 
▽電話   0942-50-9771 
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お問合せ先 産業振興課 ブランド化推進室 商⼯観光係 
Tel:0942-85-7670 Fax:0942-92-0741 Mail:brand@town.kiyama.lg.jp 

 

令和 7 年 3 ⽉ 21 ⽇ 
産業振興課 

 

 
基⼭町観光協会レンタサイクル事業 

「キマチャリ」×筑紫ガス株式会社「グルメマップ〜基⼭編〜」 
”きままにきやまツアー” 

 

 基⼭町観光協会レンタサイクル事業「キマチャリ」に乗って、筑紫ガス株式会社「グルメマップ〜
基⼭編〜」のデジタルスタンプラリーを巡るサイクリングツアーです。今回は、つつじ寺で有名な
⼤興善寺〜基⼭町⽴図書館がある中央公園で桜を満喫するコースになっています。 
「きままにきやまツアー」で⼀⾜先に基⼭の春を感じてみませんか？ 
 
〇⽇時      令和 7 年 3 ⽉ 24 ⽇(⽉) 10 時~14 時 
〇場所      基⼭町内 
〇スケジュール  9 時 50 分                    駅下ラウンジ集合 
              9 時 50 分~9 時 55 分     当⽇の流れ､⾃転⾞借⽤､注意事項の説明 

10 時 00 分~10 時 30 分    移動(駅下ラウンシﾞ→⼤興善寺) 
10 時 40 分~11 時 10 分     ⼤興善寺(きやまかるた体験･契園散策) 
11 時 10 分~11 時 30 分     移動(⼤興善寺→⼀福) 

             11 時 30 分~12 時 30 分     昼⾷（⼀福）※昼⾷代は⾃⼰負担です 
             12 時 30 分~12 時 35 分     移動(⼀福→中央公園) 
             12 時 35 分~13 時 00 分     中央公園(お花⾒※桜) 
             13 時 00 分~13 時 15 分     記念写真･⾃転⾞返却 
             13 時 15 分              解散 
〇対象者     「COGICOGI」アプリをスマホにインストールし、ユーザー登録後「キマチャ

リ 3 時間コース」を購⼊された⽅ 
         ※キマチャリ使⽤料⾦は全額返⾦ 
         ※キマチャリの利⽤には⾃転⾞ 1 台につきスマホ 1 台が必要 
         ※COGICOGI アプリの利⽤にはクレジットカードの登録が必要 
〇定員      6 名(先着順) 
〇申込⽅法     ⽒名、電話番号、年齢、お住まいの地域を記⼊の上、メールアドレス

「brand@town.kiyama.ld.jp」に申し込み 
〇申込締切⽇  令和 7 年 3 ⽉ 21 ⽇(⾦)まで 
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お問合せ先 
産業振興課 ブランド化推進室 商⼯観光係 
Tel:0942-85-7670 Fax:0942-92-0741 
Mail:brand@town.kiyama.lg.jp 

 

令和 7 年 3 ⽉ 21 ⽇ 
産業振興課 

 

 
〜春らんまん！基⼭の選べるウォーキング〜 

春の JR 九州ウォーキングが開催されます 
 

 毎年恒例の⼈気イベント「春の JR 九州ウォーキング」が 4 ⽉ 26 ⽇（⼟）に基⼭駅をスタート・
ゴールに開催されます。 
 今回は、5 万本のつつじが咲き誇るつつじ寺「⼤興善寺」散策などの”基⼭の春満喫コース”と国特
別史跡である基肄城〜⽔⾨跡まで散策でき、古（いにしえ）の要塞を体感できる”基肄城跡コース”２
つの選べるウォーキングとなっています。 
 当⽇は、⼤興善寺⼤駐⾞場において「第 15 回きやま⾨前市」も開催されます。⻘果やスイーツ、
お惣菜などの約 40 店舗でお買い物を楽しめます。”基⼭の春満喫コース”の際にぜひ気軽に⾜をお運
びください。 
 ゴール地点では、基⼭町の特産品が当たる!?抽選会も開催します。指定のスポットでチケットをゲ
ットして、ぜひ抽選会にご参加ください♪ 
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お問合せ先 
産業振興課 ブランド化推進室 
Tel:0942-92-7945 Fax:0942-92-0741 
Mail:brand@town.kiyama.lg.jp 

 

令和 7 年 3 ⽉ 21 ⽇ 
                                  産業振興課 

 
 

第 15 回きやま⾨前市を開催します 
 

基⼭町産業振興協議会では、「つつじ寺」の愛称で親しまれている⼤興善寺の駐⾞場において、
「きやま⾨前市」と銘打ち、4⽉26⽇（⼟）に軽トラ市を開催します。 

「きやま⾨前市」は、⽣産者が気軽に出品でき、消費者との交流を図りながら販売できる物販イ
ベントです。当⽇は新鮮な農産物、こだわりの特産品や加⼯品などの店舗が出店します。トマトす
くいやフードキッチンカーが並ぶ予定です。 

また、今春のJR九州ウォーキングも同⽇開催です。⼤興善寺のつつじ観賞ができるウォーキング
ルートと併せて「きやま⾨前市」に、ぜひご来場ください。 
 
【きやま⾨前市概要】 
◇⽇時    令和 7 年 4 ⽉ 26 ⽇（⼟） 
◇時間    午前 9 時 30 分から午後 2 時まで 
◇会場    ⼤興善寺駐⾞場 

佐賀県三養基郡基⼭町⼤字園部 1602-１ 
◇⼊場料    無料（駐⾞場代 300 円※｢きやま⾨前市｣チラシを持参の⽅は無料） 
◇主催    基⼭町産業振興協議会 
◇共催    基⼭町⻘空市  
◇お問合せ先 基⼭町産業振興協議会事務局（基⼭町産業振興課内） 
       〒841-0204 佐賀県三養基郡基⼭町⼤字宮浦 666 番地 
       TEL：0942-85-7670 FAX：0942-92-0741 
       メール：brand@town.kiyama.lg.jp 

 

 

 

 

 

 

 

 


